
平成３１年４月１０日 

 

四市複合事務組合からのお知らせ 

 

 

平成３１年１０月からの斎場施設使用料について 

 

四市複合事務組合（船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市で構成）では、

増加を続ける火葬需要に対応するため、運営する馬込斎場に続き、平成３１年

１０月に開設を予定する（仮称）第２斎場（正式名称は「しおかぜホール茜浜」、

所在地の住居番号は「習志野市茜浜 3丁目７番６号」にそれぞれ決定しました。）

を現在整備しております。 

 しおかぜホール茜浜の開設に係る新たな施設使用料については、馬込斎場の

施設使用料改正と併せて、先に開催された平成３１年四市複合事務組合議会第

１回定例会において下記のとおり承認されましたのでお知らせいたします。 

なお、消費税法の規定により消費税を課されないこととされている火葬施設

（15 歳以上、15 歳未満、死胎、改葬のみ）以外の施設使用料については、消費

税を含めた金額となっております。 

 

１ しおかぜホール茜浜 

施設 区分 単位 金額 

住民 住民以外 

火葬施設 １５歳以上 １体 １１，０００円 １１０，０００円 

１５歳未満 １体 ９，０００円 ９０，０００円 

死胎 １胎 ５，０００円 ５０，０００円 

改葬 １件 ５，０００円 ５０，０００円 

待合室（第５、第

１０、第１１号

室）２室目 

１室 １，１００円 １１，０００円 

待合室（上記以

外）２室目 

１室 ２，２００円 ２２，０００円 

式場 第１式場 １回 １０３，６２０円 ２０７，２４０円 

第２式場 １回 ７５，３５０円 １５０，７００円 

第３式場 １回 ９２，５１０円 １８５，０２０円 

第４式場 １回 ７５，３５０円 １５０，７００円 

祭壇 標準型 １回 ４，０７０円 ８，１４０円 

控室 追加会葬者控室 １時間 ２，７５０円 ５，５００円 

遺体保管室 ２４時間 ５，５００円 １１，０００円 

 

  



２ 馬込斎場 

施設 区分 単位 金額 

住民 住民以外 

火葬施設 １５歳以上 １体 ５，５００円 ５５，０００円 

１５歳未満 １体 ４，６００円 ４６，０００円 

死胎 １胎 ２，６００円 ２６，０００円 

改葬 １件 ２，６００円 ２６，０００円 

式場 第１式場 １回 ４３，５６０円 ８７，１２０円 

第２式場 １回 ３４，３２０円 ６８，６４０円 

第３式場 １回 ３４，３２０円 ６８，６４０円 

第４式場 １回 ２３，７６０円 ４７，５２０円 

祭壇 標準型 １回 ４，０７０円 ８，１４０円 

大型 １回 ４，７３０円 ９，４６０円 

控室 火葬（２室目） １室 １，１００円 １１，０００円 

通夜 １時間 １，９８０円 ３，９６０円 

告別式 １時間 １，９８０円 ３，９６０円 

通夜から告別式 １回 ２３，７６０円 ４７，５２０円 

遺体保管室 ２４時間 ３，９６０円 ７，９２０円 

 

３ 変更日 

 平成３１年１０月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

四市複合事務組合事務局 

船橋市本町２丁目７番８号 

船橋市福祉ビル５階 

電話０４７－４３６－２７７２ 

FAX０４７－４３６－２７７４ 


